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○橿原市公共基準点管理保全要綱 
（平成２０年４月１日告示第７０号） 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、測量法（昭和２４年法律第１８８号。以下「法」という。）

の規定に基づき、市が管理する測量基準点（以下「公共基準点」という。）の一

般的取扱い及び管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。 
（用語の意義） 
第２条 この要綱において「公共基準点」とは、１級基準点、２級基準点及び３級

基準点並びに３級水準点（相当精度の基準点を含む。）であって、かつ、永久標

識を設置したものをいう。 
（公共基準点の使用手続等） 
第３条 公共基準点を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面等

（電子情報処理組織による通信を含む。以下この条において同じ。）を市長に提

出し、使用の承認を受けなければならない。 
（１）使用目的 
（２）使用期間 
（３）測量地域 
（４）使用する公共基準点 
（５）測量方法 
（６）測量計画機関の所在、名称、代表者氏名等 
（７）測量作業機関の所在、名称、代表者氏名等 
（８）その他市長が必要と認める事項 
２ 市長は､前項の書面等による申請があった場合は、使用の承認の可否を審査し、

承認したときは使用を承認する旨を記載した書面等（以下「橿原市公共基準点使

用承認書」という。）を、承認しないときは使用を承認しない旨を記載した書面

等を、当該申請者に交付するものとする。 
３ 第１項の規定により承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、前項の規

定により交付された橿原市公共基準点使用承認書を常時携行し、次に掲げる者か

ら請求があった場合は、これを提示しなければならない。 
（１）市職員 
（２）土地所有者等（公共基準点の設置されている土地若しくは建物の所有者又は

その管理者をいう。以下同じ。） 
４ 使用者は、公共基準点を使用後、速やかに、次に掲げる事項を記載した書面等

により、その使用結果を市長に報告しなければならない。 
（１）使用目的 
（２）使用期間 
（３）測量地域 
（４）使用した公共基準点 
（５）使用承認番号 
（６）測量作業機関の所在、名称、担当者 
（７）使用結果 
（８）故障点、異常点があった場合ついては、その状況 
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（９）その他市長が必要と認める事項 
（工事施工の届出） 
第４条 道路の掘削工事を施工する者（以下「工事施工者」という。）が、公共基

準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あ

らかじめ橿原市公共基準点付近での工事施工届出書（様式第１号）を市長に提出

し、市長が指示する公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。た

だし、公共基準点の一時撤去若しくは移転の承認を申請し、又は協議をする場合

は、当該届出書の提出を省略することができる。 
２ 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次に掲げるものをい

う。 
（１）掘削底面端から４５度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等 
（２）車輌、重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち又は杭抜き工事のう

ち、公共基準点から杭、車輌、重機等までの距離が５メートル以下となるもの 
（３）その他市長が公共基準点の効用に支障をきたすと認める工事等 
３ 第１項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 
（１）位置図、断面図及び平面図（掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したも

のに限る。） 
（２）引照点図又は市長の指示する測量資料 
（３）写真（公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるものに限る。） 
４ 第１項の規定による届出に係る工事等が完了したときは、工事施工者は、橿原

市公共基準点付近での工事しゅん工報告書（様式第２号）により、速やかに、市

長に報告し、検査を受けなければならない。 
５ 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 
（１）しゅん工写真（公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるものに限る。） 
（２）公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料（着工前としゅん工後が対比

できる引照点図又は市長が指示する公共基準点の保全に必要な点検測量等の

成果品） 
６ 公共基準点付近での工事によって公共基準点の効用に支障をきたした場合は、

工事施工者は、市との協議後、橿原市公共基準点復旧承認申請書（様式第３号）

を市長に提出し、復旧の承認を受けなければならない。 
７ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、復旧の承認の可否を決定し、当

該申請者に橿原市公共基準点復旧承認書（様式第４号）を交付するものとする。 
（一時撤去及び移転） 
第５条 工事施工者（土地所有者等を除く。）が、公共基準点を一時撤去又は移転

する必要が生じた場合には、あらかじめ橿原市公共基準点（一時撤去・移転）承

認申請書（様式第５号）を市長に提出し、一時撤去又は移転の承認を受けなけれ

ばならない。 
２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、一時撤去又は移転の承認の可否

を決定し、当該申請者に橿原市公共基準点（一時撤去・移転）承認書（様式第６

号）を交付するものとする。 
３ 第１項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 
（１）位置図及び平面図（掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したものに限
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る。） 
（２）写真（公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるものに限る。） 
（３）再設置位置図（新旧の位置関係が確認できるものに限る。） 
４ 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた

場合は、土地所有者等は、橿原市公共基準点（一時撤去・移転）請求書（様式第

７号）を市長に提出しなければならない。 
（機能の回復） 
第６条 工事施工者が公共基準点を滅失、き損、一時撤去、移転等したことにより

その効用に支障をきたした場合は、原則として、当該公共基準点を既設と同様の

構造により再設置し、測量成果を修正するものとする。 

２ 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は、市と協議の上、変

更することができる。 
３ 前２項の規定は、工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅

失又はき損した場合について準用する。 
（機能回復の施工者） 
第７条 公共基準点の測量標を移転又は復旧する工事（以下「移転等工事」という。）

は、原則として、原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、土

地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合は、市が行

うものとする。  
２ 測量成果の修正（以下「測量作業」という。）に必要な手続は、法第３６条、

第３７条第３項、第４０条その他関係法令の規定に基づき市が行うものとする。

この場合において、工事施工者は、測量実務を行い、手続上必要な測量成果品一

式を作成しなければならない。 
３ 偏心法による移転により機能回復を図る場合には、市は、工事施工者と協議の

上、その施工者を決定するものとする。 
（設置等工事） 
第８条 工事施工者は、移転位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に市と協

議しなければならない。 
２ 工事施工者は、原則として、測量標等は既設のものを再度使用するものし、使

用不可能な場合は、市と協議するものとする。 

３ 工事施工者は、移転等工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかに

する写真を撮影しなければならない。 
４ 工事施工者は、移転等工事がしゅん工したときは、速やかに、橿原市公共基準

点工事しゅん工報告書（様式第８号）に、前項の写真及び測量成果品一式を添え

て市長に提出し、検査を受けなければならない。 
５ 市長は、前項の報告書の提出を受けたときは、１４日以内に検査をするものと

する。 
６ 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再

検査を受けなければならない。 
（費用の負担） 
第９条 公共基準点の移転等工事に要する費用（既設の公共基準点の取壊し費用を

含む。）及び公共基準点の測量作業に要する費用は、土地所有者等の請求による
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場合を除き、原則として、工事施行者の負担とする。 
（準用） 
第１０条 この要綱の規定は、市が行う公共基準点の使用手続、工事施工等につい

て準用する。この場合において、この要綱の規定中「市長」とあるのは「建設管

理課長」と、「市」とあるのは「建設管理課」と読み替えるものとする。 
（補則） 
第１１条 この要綱に定めるもののほか、公共基準点の管理保全に関し必要な事項

は、別に定める。 
 
 
附 則 

この要綱は、告示の日から実施する。 


